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令和６年 第４回 定例 

 

摂 津 市 教 育 委 員 会 会 議 録 

 

開催日時      令和６年４月１７日（水）      午後１時３０分開会 

                   午後３時３０分閉会 

 

開催場所     摂津市役所 新館７階 講堂  

 

付議事件   

議案番号 件       名 審議結果 

１５ 摂津市教育委員会事務局の人事異動の件 承認 

１６ 摂津市立小中学校教職員の人事異動内申の件 承認 

１７ 
令和６年度摂津市立小中学校結核対策委員会委員の委嘱及び任命

の件 
承認 

１８ 令和６年度摂津市いじめ問題対策委員会委員の委嘱の件 承認 

１９ 令和６年度保健主事、生徒指導主事及び進路指導主事任命の件 承認 

２０ 摂津市社会教育委員の解職及び任命の件 承認 

２１ 
令和７年度使用摂津市立小中学校教科用図書選定委員会の委員の

委嘱等及び諮問の件 
承認 

２２ 
令和６年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査への参加を定め

る件 
承認 

２３ 摂津市学校給食センターに係る基本構想・基本計画策定の件 承認 

 

報告事項 

番号 件       名 

１ 事業実施に伴う後援名義の使用承認について 

２ 令和６年度教務主任及び学年主任任命の件について 

３ 令和６年度司書教諭任命の件について 

４ 令和５年度３月までの問題行動等報告について 

５ 令和５年度３月までの問題行動等具体的事案及び追跡報告について 

６ 各課事業日程報告について 
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教 育 長 

教育長職務代理者 

委 員 

委 員 

委 員 

 

 

 

若狭孝太郎 

福 元  実 

大 矢 優 子 

藤 村 裕 爾 

榊 奈津子 

教 育 総 務 部 長 

教 育 政 策 課 長 

教育総務部副理事 

兼学校教育課長 

学校教育課参事 

（教育指導担当） 

学校教育課参事 

（ 教 職 員 人 事 担 当 ）  

教 育 支 援 課 長 

生 涯 学 習 課 長 

学 校 教 育 課 長 代 理 

教育支援課長代理 

教育政策課長代理 

教育政策課総務係長 

教育政策課係員 

安 田 信 吾 

小 西  仁 

河 平 浩 一 

 

田 中 大 介 

 

羽 田 行 伸 

 

武 田 進 介 

千葉 郁子 

樋口 三花 

濵 岡  徹 

藤 原 崇 裕 

星野 佑太 

末永 侑希 

こども家庭部長 

こ ど も 政 策 課 長 

こども家庭相談課長 

保 育 教 育 課 長 

保 育 教 育 課 参 事  

こ ど も 家 庭 部 副 理 事 

兼 出 産 育 児 課 長 

 

大 橋 徹 之 

飯 野 祐 介 

古 賀 順 也 

湯 原 正 治 

中 川 資 子 

松 田  紀 子 
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教育長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全委員 

 

教育長 

 

 

 

 

教育政策課長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

全委員 

 

教育長 

ただいまから、令和６年第４回教育委員会定例会を開催いたしま

す。本日の署名委員は福元職務代理です。よろしくお願いいたしま

す。 

本日は付議事件が９件、報告事項が６件ございます。 

まず、本日の議事進行について各委員にお諮りします。 

議案第２１号につきましては、教科用図書の採択における公正確

保のため、報告事項（５）につきましては、個人が特定される恐れ

があるため、関係法令の規定によりまして、秘密会として行いたく

存じます。 

従いまして、まず議案第１５号から報告事項（６）まで進み、暫

時休憩を取ります。その後、秘密会を宣言し、報告事項（５）、議

案第２１号の順に進みますが、皆様ご異議ございませんでしょう

か。 

 

異議なし。 

 

異議なしとのことですので、本日の議事進行につきましては、ご

説明したとおり進行いたします。 

まず、議案第１５号「摂津市教育委員会事務局の人事異動の件」

について教育政策課から説明をお願いします。 

 

議案第１５号「摂津市教育委員会事務局の人事異動の件」につい

て、ご説明申し上げ承認を求めるものです。 

 

【以下、議案書等により説明】 

  

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

それでは、ご意見・ご質問等が無いようなので、議案第１５号「摂

津市教育委員会事務局の人事異動の件」について原案とおり承認す

ることにご異議ございませんでしょうか。 

 

異議なし。 

 

異議なしとのことですので、議案第１５号「摂津市教育委員会事
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学校教育課参事 

（教職員人事担当）  

 

 

 

教育長 

 

藤村委員 

 

 

学校教育課参事 

（教職員人事担当）  

 

 

 

 

 

 

大矢委員 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

全委員 

 

教育長 

 

務局の人事異動の件」については承認いたします。 

続きまして、議案第１６号「摂津市立小中学校教職員の人事異動

内申の件」について学校教育課から説明をお願いします。 

 

議案第１６号「摂津市立小中学校教職員の人事異動内申の件」に

ついて、ご説明申し上げ承認を求めるものです。 

 

【以下、議案書等により説明】 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか 

 

４月の時点で教員の欠員等はどのような状況でしょうか。また、

講師の割合はおよそ何パーセントくらいでしょうか。 

 

４月の時点での小中学校ともに教員の欠員が生じております。た

だし、昨年度と比較すると欠員数は少ない状況となっております。

中学校では国語と英語で複数名欠員が生じております。小学校で

は、現在欠員が生じておりますが、補充できる見込みとなっており

ます。 

また、講師の割合につきましては、詳細な数字は手もとにござい

ませんが、昨年度と大きく変更はない状況でございます。 

 

４月１日の辞令交付式に出席した際に、今年度は他市から来られ

た教員が多かったように思いました。ぜひ、他市の良い取組やノウ

ハウを取り入れていっていただきたいと思います。 

 

他にご意見・ご質問等はございますか。 

それでは、ご意見・ご質問等が無いようなので、議案第１６号「摂

津市立小中学校教職員の人事異動内申の件」について原案とおり承

認することにご異議ございませんでしょうか。 

 

異議なし。 

 

異議なしとのことですので、議案第１６号「摂津市立小中学校教

職員の人事異動内申の件」については承認いたします。 
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教育政策課長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

全委員 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

学校教育課参事 

（教育指導担当） 

 

 

 

教育長 

 

大矢委員 

 

 

続きまして、議案第１７号「令和６年度摂津市立小中学校結核対

策委員会委員の委嘱及び任命の件」について教育政策課から説明を

お願いします。 

 

議案第１７号「令和６年度摂津市立小中学校結核対策委員会委員

の委嘱及び任命の件」について、ご説明申し上げ承認を求めるもの

です。 

 

【以下、議案書等により説明】 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

それでは、ご意見・ご質問等が無いようなので、議案第１７号「令

和６年度摂津市立小中学校結核対策委員会委員の委嘱及び任命の

件」について原案とおり承認することにご異議ございませんでしょ

うか。 

 

異議なし。 

 

異議なしとのことですので、議案第１７号「令和６年度摂津市立

小中学校結核対策委員会委員の委嘱及び任命の件」については承認

いたします。 

続きまして、議案第１８号「令和６年度摂津市いじめ問題対策委

員会委員の委嘱の件」について学校教育課から説明をお願いしま

す。 

 

議案第１８号「令和６年度摂津市いじめ問題対策委員会委員の委

嘱の件」について、ご説明申し上げ承認を求めるものです。 

 

【以下、議案書等により説明】 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか 

 

いじめ問題対策委員会における重大事態が発生した際、具体的な

調査はあったのでしょうか。 

 



6 

 

学校教育課参事 

（教育指導担当） 

 

大矢委員 

 

 

学校教育課参事 

（教育指導担当） 

 

 

 

 

藤村委員 

 

 

教育総務部副理 

事兼学校教育課長 

 

 

 

 

大矢委員 

 

 

 

教育総務部副理 

事兼学校教育課長 

 

 

榊委員 

 

教育総務部副理 

事兼学校教育課長 

 

 

重大事態はございましたが、いじめ問題対策委員会による調査を

行う事案はございませんでした。 

 

いじめ問題対策委員会で取り扱う重大事態の基準等について説

明願います。 

 

いじめの重大事態が発生した場合、その調査主体が、学校または

いじめ問題対策委員会となりますが、これまでは学校が調査主体と

なっておりました。いじめが確認された場合、まずは学校が調査主

体となり、重大事態となった際は、教育委員会で事案によって調査

主体を決定する流れとなっております。 

 

その判断基準はどのようにされているのでしょうか。被害にあっ

た児童生徒の保護者からの訴えで決めるのでしょうか。 

 

いじめによる不登校の重大事態につきましては、学校での実情が

よくわかっているため、学校が調査主体となることがガイドライン

で示されております。重大事態となった際には、状況等について学

校からの報告及びヒアリング等をもとに、調査主体について判断し

ていくこととなります。 

 

被害にあった児童生徒の保護者から、いじめ問題対策員会による

調査を求める要望がある場合は、調査主体は学校ではなく、いじめ

問題対策委員会になるのでしょうか。 

 

要望のみをもって判断するのではなく、重大事態の内容等を踏ま

え、総合的に判断していく必要があると考えております。 

 

 

その重大事態の具体的な内容について説明願います。 

 

重大事態には、いじめ防止対策推進法第 28 条第１項第１号事案

と第２号事案があります。１号事案につきましては、いじめにより

児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある場合

となります。２号事案につきましては、いじめにより児童等が相当
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榊委員 

 

 

教育総務部副理 

事兼学校教育課長 

 

 

藤村委員 

 

 

 

 

教育総務部副理 

事兼学校教育課長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

全委員 

 

教育長 

 

 

 

 

 

学校教育課参事 

（教職員人事担当）  

の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合

となっております。 

 

重大事態等について、学校側は必ず教育委員会やいじめ問題対策

委員会に報告することになっているのでしょうか。 

 

例月のいじめや不登校に関する報告に加え、重大事態になる前の

事案についても学校側から報告があり、教育委員会事務局がヒアリ

ング等を通じて状況把握を行う体制となっております。 

 

児童等が相当の期間学校を欠席している場合、その児童等は心理

的にかなり苦痛を感じていることが想定されます。このような場合

１号事案にも該当するように思いますが、１号事案と２号事案の判

断はどのような基準で行うのでしょうか。 

 

ご指摘のとおり、事案毎に内容は異なるため判断は難しいのが現

状でございます。そのため、判断をする際にはスクールロイヤーを

はじめとする専門家のご意見等も踏まえながら、事案の内容を総合

的に勘案し判断していく必要がございます。 

 

他にご意見・ご質問等はございますか。 

それでは、ご意見・ご質問等が無いようなので、議案第１８号「令

和６年度摂津市いじめ問題対策委員会委員の委嘱の件」について原

案とおり承認することにご異議ございませんでしょうか。 

 

異議なし。 

 

異議なしとのことですので、議案第１８号「令和６年度摂津市い

じめ問題対策委員会委員の委嘱の件」については承認いたします。 

続きまして、議案第１９号「令和６年度保健主事、生徒指導主事

及び進路指導主事任命の件」について学校教育課から説明をお願い

します。 

 

議案第１９号「令和６年度保健主事、生徒指導主事及び進路指導

主事任命の件」について、ご説明申し上げ承認を求めるものです。 
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教育長 

 

 

 

 

全委員 

 

教育長 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

全委員 

 

教育長 

 

 

 

 

 

教育支援課長 

 

 

【以下、議案書等により説明】 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

それでは、ご意見・ご質問等が無いようなので、議案第１９号「令

和６年度保健主事、生徒指導主事及び進路指導主事任命の件」につ

いて原案とおり承認することにご異議ございませんでしょうか。 

 

異議なし。 

 

異議なしとのことですので、議案第１９号「令和６年度保健主事、

生徒指導主事及び進路指導主事任命の件」については承認いたしま

す。続きまして、議案第２０号「摂津市社会教育委員の解職及び任

命の件」について生涯学習課から説明をお願いします。 

 

議案第２０号「摂津市社会教育委員の解職及び任命の件」につい

て、ご説明申し上げ承認を求めるものです。 

 

【以下、議案書等により説明】 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

それでは、ご意見・ご質問等が無いようなので、議案第２０号「摂

津市社会教育委員の解職及び任命の件」について原案とおり承認す

ることにご異議ございませんでしょうか。 

 

異議なし。 

 

異議なしとのことですので、議案第２０号「摂津市社会教育委員

の解職及び任命の件」については承認いたします。 

続きまして、議案第２２号「令和６年度全国体力・運動能力、運

動習慣等調査への参加を定める件」について教育支援課から説明を

お願いします。 

 

議案第２２号「令和６年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査

への参加を定める件」について、ご説明申し上げ承認を求めるもの
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教育長 

 

大矢委員 

 

 

 

 

藤村委員 

 

 

 

教育支援課長 

 

 

 

 

 

 

藤村委員 

 

 

教育支援課長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

全委員 

です。 

 

【以下、議案書等により説明】 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

 

毎年度申し上げている事ですが、当該調査については全国と比較

しても本市は低い結果となっており、子ども達の体力・運動能力等

の向上を図る取組をよろしくお願いします。また、子ども達が当該

調査に楽しんで参加できるよう工夫いただきたいと思います。 

 

測定にあたる教員を対象に研修を実施していると思いますが、子

ども達を対象とした事前準備のような取組は実施しているのでし

ょうか。 

 

測定実施前には、担当者を集め計測の仕方について子ども達が楽

しんで参加できるように指導を行っております。また、昨年度から

中学校の体育教員を小学校に派遣したり、他学年を含めた調査を実

施する等の取組を行っている学校がございます。このような取組に

より調査結果の向上が確認できた際には、各校に周知し、改善を進

めてまいりたいと考えております。 

 

例えば、反復横跳びのやり方を動画で見せる等の取組はあるので

しょうか。 

 

昨年度から大阪府の調査の中で、児童生徒や保護者が閲覧できる

動画配信を行っており、今後の活用について検討してまいります。 

 

他にご意見・ご質問等はございますか。 

それでは、ご意見・ご質問等が無いようなので、議案第２２号「令

和６年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査への参加を定める件」

について原案とおり承認することにご異議ございませんでしょう

か。 

 

異議なし。 
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教育長 

 

 

 

 

 

 

教育政策課長 

 

 

 

 

教育長 

 

大矢委員 

 

 

 

教育政策課長 

 

 

 

 

大矢委員 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

異議なしとのことですので、議案第２２号「令和６年度全国体

力・運動能力、運動習慣等調査への参加を定める件」については承

認いたします。 

続きまして、議案第２３号「摂津市学校給食センターに係る基本

構想・基本計画策定の件」について教育政策課から説明をお願いし

ます。 

 

議案第２３号「摂津市学校給食センターに係る基本構想・基本計

画策定の件」について、ご説明申し上げ承認を求めるものです。 

 

【以下、議案書等により説明】 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

 

パブリックコメント２２件中１５件が建設予定地での給食セン

ター設置に反対のようですが、どのように対応していくのか現時点

での考えをお聞かせください。 

 

反対意見の内容につきましては、公園の廃止や環境センター跡地

の活用、給食センター設置による影響等、それぞれ内容が異なって

おりますが、引き続き丁寧な説明を行い、ご理解を求めてまいりた

いと考えております。 

 

基本構想・基本計画の P6図 2-4保護者アンケートの結果で、「ど

のような給食方式を希望しますか」という問いに対し、保護者の約

７割が「全員で小学校と同じような給食がよい」と回答しています

が、子ども達に質問すると異なった回答になるのではないかと思い

ます。中には給食をしんどいと感じる生徒もいると思うので、実際

に始まる際には丁寧な対応をお願いしたいと思います。 

 

他にご意見・ご質問等はございますか。 

それでは、ご意見・ご質問等が無いようなので、議案第２３号「摂

津市学校給食センターに係る基本構想・基本計画策定の件」につい

て原案とおり承認することにご異議ございませんでしょうか。 
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全委員 

 

教育長 

 

 

 

 

 

教育政策課長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

学校教育課参事 

（教職員人事担当）  

 

教育長 

 

 

 

 

学校教育課参事 

（教育指導担当） 

 

大矢委員 

 

 

 

学校教育課参事 

（教育指導担当） 

 

 

異議なし。 

 

異議なしとのことですので、議案第２３号「摂津市学校給食セン

ターに係る基本構想・基本計画策定の件」については承認いたしま

す。 

続きまして、報告事項（１）事業実施に伴う後援名義の使用承認

について教育政策課から説明をお願いします。 

 

［事業実施に伴う後援名義の使用承認について説明］ 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

それでは、ご意見・ご質問等が無いようですので、次に進みます。

報告事項（２）令和６年度教務主任及び学年主任任命の件について、

及び（３）令和６年度司書教諭任命の件について学校教育課から説

明をお願いします。 

 

［令和６年度教務主任及び学年主任任命の件、令和６年度司書教

諭任命の件について説明］ 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

それでは、ご意見・ご質問等が無いようですので、次に進みます。

報告事項（４）令和５年度３月までの問題行動等報告について、学

校教育課から説明をお願いします。 

 

［令和５年度３月までの問題行動等報告について説明］ 

 

 

小学校については、小学校３年生をピークに学校での人間関係が

円滑になり、落ち着いてきている傾向が見て取れます。一方で、中

学校１年生の暴力件数が多いのは、何か原因があるのでしょうか。 

 

令和５年度の暴力行為につきましては、ご指摘の通り中学校１年

生がピークとなっております。小学校から中学校への環境変化等が

影響し、人間関係が上手くいかず暴力行為が増加しているのではな
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教育長職務代理者 

 

学校教育課参事 

（教育指導担当） 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育政策課長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

いかと捉えております。 

 

器物損壊では、どのような事案があったのでしょうか。 

 

令和６年３月の器物損壊事案では、窓ガラスの破損が３件、壁を

殴って穴を開ける事案が１件、近隣の住宅外壁に落書きをする事案

が１件でございました。 

 

他にご意見・ご質問等はございませんでしょうか。 

それでは、ご意見・ご質問等が無いようですので、次に進みます。 

報告事項（６）各課事業日程報告について教育政策課から説明を

お願いします。 

 

［各課事業日程報告について説明］ 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

それでは、特にございませんので、秘密会以外の審議については

全て終了いたしました。 

会議の始めに、お諮りしましたとおり、ここで暫時休憩をとり、

秘密会として再開いたします。関係者以外の方はこれで終了です。

ご苦労様でした。 

では、暫時休憩します。 

 

≪暫時休憩≫ 

 

それでは秘密会として再開いたします。 

まず、（５）令和５年度３月までの問題行動等具体的事案及び追

跡報告について、学校教育課から説明をお願いします。 

 

【以下、秘密会のため削除】 

 

これにて秘密会を解きます。 

ただ今をもちまして、本日の案件は全て終了いたしました。 

これをもちまして、本日の定例教育委員会議を終了いたします。

ご苦労様でした。 
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